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令和４年７月２７日判決言渡 

令和３年（行コ）第２０３号 所得税更正処分等取消請求控訴事件（原審・東京地

方裁判所平成２９年（行ウ）第４２６号） 

主         文 

１ 本件控訴を棄却する。 5 

        ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 処分行政庁が平成２７年１０月３０日付けで控訴人に対してした控訴人の10 

平成２４年分の所得税に係る更正処分のうち総所得金額４２５７万２９００

円，納付すべき税額１５０万５４００円を超える部分及び同処分に伴う過少

申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 

３ 処分行政庁が平成２７年１０月３０日付けで控訴人に対してした控訴人の平

成２５年分の所得税及び復興特別所得税に係る更正処分のうち総所得金額３５15 

０５万円，納付すべき税額５１万２１００円を超える部分並びに同処分に伴う

過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 

第２ 事案の概要等（以下においては，特に断らずに，原判決記載の略称を用いる

ことがある。） 

１ 事案の概要 20 

 ⑴ 当事者等 

控訴人は，昭和２５年に兵庫県で生まれ，現在に至るまで日本国内に居住

する者である。控訴人は，大阪市内を本店所在地とするＡ株式会社の代表取

締役を務めるとともに，その完全親会社であり，中華人民共和国（中国）香

港特別行政区（香港）において設立された外国法人であるＢの最高経営責任25 

者（ＣＥＯ）を務めている。 
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控訴人は，平成２３年１２月末日（Ｂの２０１１事業年度の末日）時点及

び平成２４年１２月末日（Ｂの２０１２事業年度の末日）時点において，Ｂ

の株式４００万株（発行済株式総数の約１４．６６％）を保有していた。 

また，Ｂは，上記の各時点において，香港において設立された外国法人で

あるＣの株式の約９４％を保有していた。 5 

⑵ 本件請求の内容 

本件は，控訴人が，平成２４年分の所得税並びに平成２５年分の所得税及

び復興特別所得税（所得税等）の確定申告に当たり，Ｂ及びＣが租税特別措

置法（平成２６年法律第１０号による改正前のもの。以下「措置法」とい

う。）４０条の４第１項の特定外国子会社等（いわゆるタックス・ヘイブン10 

対策税制の適用対象たる外国法人）に該当しないことを前提に申告をしたと

ころ，Ｄ税務署長（処分行政庁）から，平成２３年１２月末日時点の上記両

社及び平成２４年１２月末日時点のＢが特定外国子会社等に該当するとして，

その課税対象金額を控訴人の雑所得の総収入金額に算入することによる各更

正処分（本件各更正処分）及びこれに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分15 

（本件各賦課決定処分）を受けたため，本件各更正処分のうち申告額を超え

る部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。 

  ⑶ 原審の判断及び本件控訴の提起 

原審は，本件各事業年度（２０１１事業年度（平成２３年１月１日から同

年１２月３１日まで）及び２０１２事業年度（平成２４年１月１日から同年20 

１２月３１日まで））におけるＢ及び２０１１事業年度におけるＣは，いず

れも措置法４０条の４第１項の特定外国子会社等に該当するところ，控訴人

は，平成２４年分及び平成２５年分の各確定申告書に適用除外記載書面を添

付していなかったから，措置法４０条の４第７項（本件適用除外規定）の適

用を受けることができず，また，この点を措くとしても，本件適用除外要件25 

の全てを満たすものとはいえない（本件各事業年度におけるＢについては，
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本件適用除外要件に係る事業基準（株式の保有等を主たる事業とするもの以

外のものであること）を満たさず，２０１１事業年度のＣについては，同要

件に係る非関連者基準（卸売業等の場合に，事業を主として特定外国子会社

等に係る関連者以外の者との間で行っていること）を満たさないことが明ら

かである。）から，本件各処分は適法であるとして，控訴人の請求をいずれ5 

も棄却した。控訴人は，原判決を不服として本件控訴を提起した。 

 ２ 関係法令，前提事実及び課税の根拠 

関係法令，前提事実及び課税の根拠は，次のとおり付加訂正するほか，原判

決の「事実及び理由」中「第２ 事案の概要」の１から３までに記載のとおり

であるから，これを引用する。 10 

 （原判決の付加訂正） 

⑴ 原判決３頁２５行目の「以下」を「居住者又は内国法人と政令で定める特

殊の関係のある非居住者。以下これらを」と改め，５頁９行目ないし１０行

目の「有していること」の次に「（実体基準）」を加える。 

⑵ 原判決６頁５行目の「容易に認められる事実」の次に「。以下，付加訂正15 

後の事実を「前提事実」といい，「前提事実⑴」のように表記する。」を加

える。 

⑶ 原判決６頁２５行目ないし２６行目の「子会社」の次に「（完全子会社）」

を加える。 

⑷ 原判決１１頁１８行目ないし１９行目の「上記キのスタッフリスト」を20 

「上記キの同年１２月３１日付けスタッフリスト」と改める。 

⑸ 原判決１２頁２行目及び５行目の「雇用主支払報告書」をいずれも「雇用

主支払申告書」と改め，７行目の「各報告書」を「各申告書」と改める。 

⑹ 原判決１３頁２４行目ないし２５行目の「原告，Ｅ及びＦを出資者として」

の次に「（それぞれが額面１香港ドル（約１０円）の株式を１株ずつ引き受25 

けて）」を加え，１４頁２行目の「Ｇの株式全てをＢに譲渡し」を「Ｇ（資
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本金１００万円）の株式全て（１００株）を１００万円でＢに譲渡し」と，

４行目ないし５行目の「Ｈを吸収合併し」を「Ｈ（資本金１億５０００万円）

を吸収合併し」とそれぞれ改める。 

⑺ 原判決１４頁５行目ないし６行目の「Ｈ」から９行目の「ものである。」

までを「Ｈ（被合併法人。発行済株式数２７２万９３００株）の株主に対し，5 

合併の対価として，Ｈの株式１株に対し，Ｂの株式を１０株の割合で交付し

た（Ｂは２７２９万３０００株を新たに発行した。）。このようにして，Ｈ

の株主であった者がほぼ同じ割合でＢの株式を保有するに至り，ＢはＡ株式

会社の完全親会社となった。」と改める。 

３ 争点及び争点に関する当事者の主張の要旨 10 

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は，次のとおり付加訂正し，後記

のとおり「当審における当事者の主張の要旨」を加えるほか，原判決の「事実

及び理由」中「第２ 事案の概要」の４及び５（原判決別紙４（５９頁から９

０頁まで）を含む。）に記載のとおりであるから，これを引用する。 

 （原判決の付加訂正） 15 

  ⑴ 原判決１７頁８行目の「満たしているか否か」を「満たさないか否か」と

改め，１１行目末尾の次に改行して以下のとおり加える。 

   「 Ｂについては，控訴人が主たる事業は管理サービス業である旨主張して

いるので，上記のとおり，所在地国基準を満たさないか否かが問題となる。

なお，被控訴人は，Ｂが本件適用除外要件のうち実体基準を満たすことに20 

ついては積極的に争っていない。他方，控訴人は，Ｃが２０１１事業年度

において本件適用除外要件を満たさないこと（主たる事業である卸売業に

ついて非関連者基準を満たさないこと）を積極的に争っていない。」 

⑵ 原判決６２頁４行目の「課税するものであり」を「課税する個別の否認規

定であり」と改める。 25 

⑶ 原判決８５頁４行目の「立地上優位性がある。」を「立地上優位性がある
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のはもちろん，グループ全体として準拠すべき香港会計基準が問題となった

場合に会計事務所への相談が容易である点で，香港で行うことに積極的な経

済合理性がある。」と改める。 

⑷ 原判決９０頁９行目の「計画立案等」を「計画立案等のサービスの付加価

値を創出する本質的行為」と改める。 5 

 （当審における当事者の主張の要旨） 

  ⑴ 争点⑴（本件各事業年度におけるＢ及び２０１１事業年度におけるＣが，

それぞれ特定外国子会社等に該当するか否か）について 

  （被控訴人の主張の要旨） 

    本件各事業年度におけるＢ及び２０１１事業年度におけるＣはいずれも10 

「外国関係会社」に該当し，その余の要件も満たすから，特定外国子会社等

に該当する。 

    「外国関係会社」に該当するか否かは，措置法４０条の４第２項１号及び

同項３号の規定から形式的に判断することができるのであり，同規定の趣旨

目的に立ち戻って解釈を行う必要はないし，同条の趣旨目的に照らしてみて15 

も，「外国関係会社」に該当するための要件として，控訴人が主張するよう

な実質的支配や租税回避の意図といった要件を要求していないことが明らか

である。なお，本件は，後記最高裁平成２６年判決とは全く事案を異にする。 

また，控訴人は，本件適用除外要件と「外国関係会社」の要件とは趣旨目

的が異なる旨も主張するが，措置法４０条の４の条文の文言，構造及び趣旨20 

からすれば，タックス・ヘイブン対策税制の対象となる「外国関係会社」該

当性については，わが国の株主による支配という観点から措置法４０条の４

第１項及び２項により形式的に判断した上で，同条項により同税制の対象と

なった外国関係会社が，同税制の適用が除外される経済合理性を有するかと

いう実質的な判断を同第３項によりすることが予定されているものといえる。 25 

  （控訴人の主張の要旨） 
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    本件各事業年度におけるＢ及び２０１１事業年度におけるＣはいずれも

「外国関係会社」に該当しないから，特定外国子会社等には該当しない。 

タックス・ヘイブン対策税制は，居住者等が軽課税国に所在する外国法人

を「支配」することにより実現される租税回避に対応した個別否認規定であ

り，制度創設時に，「支配」の絶対的要件（最低限の条件）として，５０％5 

超の株式保有要件が設けられ，意図的な分散保有の可能性を考慮して複数の

株主の株式数を合算して５０％超の保有の有無を判断することとされ，かつ，

分散による租税回避の意図を推認し得る下限は１０％であるとの考えから発

行済株式等の１０％以上の株式の保有者が納税義務者とされた（乙４６・９

２～９５頁）。このような制度創設の趣旨目的からすれば，５０％超の株式10 

保有の要件を満たす外国法人としては，居住者等から海外法人に対する配当

等の分配を行わせるだけの実質的支配があり，これにより租税回避の意図を

推認し得るもののみが想定されていたというべきである。そして，株式が多

数の株主に分散保有されている場合には，剰余金の配当等に関する議決権行

使に関し株主間で協調することで外国法人を支配できる関係にある場合に限15 

り，租税回避を推認し得るだけの実質的支配があるというべきである。 

この点，Ｂにおいては，控訴人を含む創業者一族（Ｉ一族）は過半数の株

式を保有しておらず，他の株主は原料となる銅地金供給元や取引先金融機関

等であり，Ｉ一族とその他の株主との間には緊張関係はあっても協調関係は

ない。しかも，Ｂの株式は４０名超の個人又は団体により分散して保有され20 

ているが，これは，ＨがＧ（Ａ株式会社に商号変更）に吸収合併された本件

組織再編の際に，合併対価としてＨ株式１株に対してＧの完全親会社である

Ｂ株式１０株を割り当てたことにより，Ｈの株主構成がほぼそのままＢに引

き継がれたものであり，意図的な分散保有が行われたものではない。このよ

うな本件の事情を考慮すれば，Ｂは５０％超の株式保有要件が捕捉しようと25 

していた外国法人には当たらない。このような場合にまで法令の字句どおり
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に居住者等の株式数を合算して機械的・形式的に措置法４０条の４を適用す

ることは，租税回避の否認規定が租税回避ではない場面にまで適用されると

いう過剰包摂（オーバー・インクルージョン）の問題を生じさせ，納税者に

著しく不当・不合理な結果を生じさせる。 

なお，このような考え方は，個別の法令文言と無関係に「居住者等による5 

外国法人の実質的支配や株式の分散保有による租税回避の意図等」といった

不文の要件を付加するものではなく，最高裁平成２６年１２月１２日第二小

法廷判決・裁判集民事２４８号１６５頁（以下「最高裁平成２６年判決」と

いう。）と同様に，事案の特殊性と法の趣旨目的等を踏まえた具体的な規範

の定立・当てはめ（措置法４０条の４の目的論的な限定解釈）を求めるもの10 

である。 

    被控訴人は，措置法４０条の４第１項及び２項を形式的に適用してタック

ス・ヘイブン対策税制の適用対象となる外国法人を抽出し，同条３項で実質

的な判断を行い，軽課税国に所在することに十分な経済合理性がある外国法

人をタックス・ヘイブン対策税制の適用から除外する建付けになっている旨15 

主張するが，同条３項の本件適用除外要件は，特定外国子会社等の事業活動

の実態を基に当該法人が軽課税国に所在することに経済合理性があるか否か

を判断する事業活動レベルに適用される基準であって，そもそも，ある外国

法人が特定外国子会社等に該当するか，すなわち，居住者等から租税回避を

推認させるだけの実質的な支配を受けているかという株主と当該外国法人と20 

の関係とは次元を異にするものである。 

  ⑵ 争点⑵（本件各確定申告書に適用除外記載書面の添付がなかったことによ

り，本件適用除外規定が適用されないこととなるか否か）について 

  （被控訴人の主張の要旨） 

    控訴人は，本件各確定申告書にＢ及びＣに係る適用除外記載書面を添付し25 

ていないから，本件適用除外要件を満たすか否かについて判断するまでもな
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く，本件適用除外規定の適用を受けることができない。 

措置法４０条の４第１項は，所定の要件を満たす特定外国子会社等が適用

対象金額を有する場合には，課税対象金額に相当する金額をその者の雑所得

に係る収入金額とみなし，同条７項は確定申告書に適用除外記載書面を添付

等した場合に限り，同条３項を適用することとしており，このような規定の5 

文言や構造に照らせば，同条７項の適用除外記載書面の添付要件を充足する

場合に限り，同条３項の本件適用除外要件の充足の有無が判断されることに

なると解するのが素直な読み方である。控訴人は，特定外国子会社等に該当

することに加えて，同条３項の本件適用除外要件を充足しない場合に初めて

合算課税が認められる旨主張するが，措置法４０条の４の規定の文言，構造10 

及び趣旨に照らし，そのように解すべき根拠は見当たらない。 

    昭和５３年の制度創設当初の法令の文言や立案担当者の解説書（乙４６・

１４３頁）を見ても，適用除外記載書面の添付は，タックス・ヘイブン対策

税制の「適用除外を受けるための手続」として必要であると解されてきた。

仮に，控訴人が主張するように，実務上，確定申告書に適用除外記載書面が15 

添付されていない事のみを理由に合算課税を行った事例が見当たらないとし

ても，このことによって，措置法４０条の４及び関連規定の文理の構造及び

趣旨に沿った合理的な解釈が否定されるものではない。また，ある制度が恩

典ないし優遇を与えるための制度でなければ，納税者がその制度の適用を受

ける旨の意思を表明する必要はなく，当該制度の適用につき法令上明確に定20 

められた形式要件（適用除外記載書面の添付要件）を満たしていなくても，

その制度を適用することができるとする控訴人の主張は，何ら法令の規定を

根拠とするものではない。措置法４０条の４第７項により，本件適用除外規

定の適用を受けるか否かが納税者の意思の表明に委ねられていると解するこ

とは，規定の文理，構造及び趣旨から導き出される合理的な解釈というべき25 

であり，後記最高裁平成２１年１０月判決は，タックス・ヘイブン対策税制
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が適用除外記載書面の添付要件を含むことを前提に，全体として合理性のあ

る制度として租税条約（当該事案では日星租税条約）の趣旨目的に反しない

ものと判断したものというべきである。なお，適用除外記載書面は，法人税

法施行規則別表１７（三）と同様の内容を具体的に記載したものでなければ

ならないと解され，このような書面は，課税庁が本件適用除外要件の充足性5 

について適正かつ迅速に判断するための有力な手段となるものである。 

    申告納税方式を採用している我が国においては，納税義務者は確定申告に

当たって税法の規定に従い，正しく税額の計算を行う義務を負うところ，控

訴人は，本件各事業年度におけるＢ及び２０１１事業年度におけるＣが特定

外国子会社等に該当するか否かを正しく検討し，判断しなければならなかっ10 

た（この判断は，株主構成を形式的に判断すれば足りる。）にもかかわらず，

これを意図的に又は看過して怠り，確定申告書に適用除外記載書面の添付を

しなかったのであるから，本件適用除外規定の適用を受けることはできない。 

  （控訴人の主張の要旨） 

タックス・ヘイブン対策税制が租税回避の否認規定であるという性質上，15 

措置法４０条の４第１項が適用され，合算課税が行われるためには，同項所

定の「特定外国子会社等」に該当すること（合算課税根拠要件）に加えて，

同条３項所定の適用除外要件を満たさないことが必要であるところ，このよ

うな適用除外要件の位置付け（合算課税の土台を支える基本的要件）からす

れば，適用除外記載書面の添付の有無にかかわらず，本件適用除外要件の実20 

体判断は必ず行われなければならない。 

昭和５３年の制度創設当初の法令の規定の文言や立案担当者の解説からし

ても，適用除外記載書面の確定申告書への添付は，財務書類の確定申告書へ

の添付と同様，せいぜい納税者に手続的義務を課すものにすぎないとの前提

であったと考えられる。そして，平成１９年度の税制改正で一定の文言の手25 

直しが行われ，現在とほぼ同じ規定振りになったものの，立案担当者の解説
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にはこの点について特段の言及がないことからすれば，実体法的拘束力を伴

わない単なる納税者の手続的義務を定めたという制度創設当初の位置付けを

変えることなく明確化したものにすぎないといえる。課税実務においても，

本件を含めて，課税庁が適用除外記載書面の確定申告書への添付がないこと

のみを根拠として，本件適用除外要件の実体判断を行うことなく合算課税を5 

行っているケースは基本的に存在しない。 

本件適用除外要件は，タックス・ヘイブン対策税制の適用除外という恩典

ないし優遇を与える性格のものではなく，同税制に基づく合算課税を行うた

めの実体要件を定めた課税要件としての性格を有するものであるから，納税

者が確定申告段階で本件適用除外規定の適用を受ける旨の意思を表明するな10 

どして制度適用に係る選択をしなければ適用除外規定の適用を受けることが

できないと考えることは，制度内で明らかに自己矛盾を引き起こすこととな

り，また，租税条約（本件では日港租税条約）の趣旨目的に明らかに反する

ような合理性を欠く課税制度として実質的に同条約にも反することになる

（最高裁平成２１年１０月２９日第一小法廷判決・民集６３巻８号１８８１15 

頁，最高裁平成２１年１２月４日第二小法廷判決・裁判集民事２３２号５４

１頁）。 

被控訴人は，措置法４０条の４第７項の趣旨について，①本件適用除外規

定の適用を受けることについて納税者の意見を明らかにさせるとともに，②

その根拠となる資料を保存させることで，課税庁が本件適用除外要件の該当20 

性を適正かつ迅速に判断することができるようにし，租税法律関係を早期に

確定させることにある旨主張するが，①の点は，本件適用除外要件が合算課

税のための課税要件であることと論理的に矛盾し，②の点は，措置法や同法

施行令，施行規則において，適用除外記載書面の書式・内容が明らかにされ

ていないことなどに照らせば，適用除外記載書面を確定申告書に添付しても，25 

本件適用除外要件の該当性を適正かつ迅速に判断することにつながらない
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（仮に，被控訴人が主張するように，法人税法施行規則別表１７（三）と同

様の内容を記載することが求められているとすれば，法律の文言を明らかに

超えるものであり，租税法律主義に反するものである。）。また，仮に租税

関係の早期確定の観点から納税者に協力義務を課す趣旨のものであるとして

も，協力義務に違反した納税者に対し，直ちに合算課税を行うことが正当化5 

される根拠は示されていない。措置法４０条の４第７項は，条文の字句どお

りに解釈すると，納税者にとって著しく不当・不合理な結果となるから，規

定の文言を合理的な範囲で離れる形で，タックス・ヘイブン対策税制の制度

全体の仕組みや本件適用除外要件の位置付けを踏まえた法解釈を行わなけれ

ばならない。 10 

なお，申告納税制度の下では，納税者に課税要件事実の一時的な判断権が

あるため，納税者が確定申告時に認識していた課税要件事実を前提にすると，

合算課税の根拠要件を満たすという場合でなければ，適用除外記載書面の確

定申告書への添付に係る規定自体が適用されないというべきである（このよ

うに解さなければ，納税者は，特定外国子会社等の該当性を甘んじて受け入15 

れるという自己の課税要件事実に係る判断に反する選択を強要されることに

なる。）。 

以上のとおり，本件適用除外要件の課税要件としての重要性に鑑みると，

納税者が諸般の事情により確定申告書への適用除外記載書面の添付義務を履

行できなかったとしても，そのことのみで本件適用除外要件の充足による合20 

算課税に係る納税義務の不成立という租税実体法上の法律効果を排除するよ

うな強力な拘束力（実体法的拘束力）は生じない。 

    したがって，控訴人が本件各確定申告書に適用除外記載書面を添付してい

なかったとの一事をもって，本件適用除外規定の適用を否定することは許さ

れない。 25 

⑶ 争点⑶ア（Ｂが本件適用除外要件に係る事業基準を満たさないか否か）につ
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いて 

  （被控訴人の主張の要旨） 

   ア 特定外国子会社等の「主たる事業」の判定に当たっては，特定外国子会

社等の収益構造を形式的にみるのではなく，当該収入が実質的に特定外国

子会社等のどの業務に対する対価といえるのかという観点から検討するの5 

が相当である（最高裁平成２９年１０月２４日第三小法廷判決・民集７１

巻８号１５２２頁（最高裁平成２９年判決））。 

     このような観点から検討すれば，Ｂの主たる事業は株式保有業であった

と認められる。 

イ ２０１１事業年度について 10 

     Ｊが不動在庫解消業務を開始したのは，平成２３年４月及び５月頃であ

り，当時，Ｃ管理契約は締結されていなかったこと，Ｊは２０１１事業年

度においてＣに雇用されており，同社とＢとの間にＪについての派遣契約

が存在しなかったこと，不動在庫解消業務はＣの子会社である中国子会社

の抱えるリスクを排除する目的で行われたもので，直接の親会社であるＣ15 

が行うべき業務であることは，いずれも，不動在庫解消業務がＣの業務で

あることを強く推認させるものである。控訴人は，平成２３年１０月にも

不動在庫の解消に向けた調整を行ったことを主張するが，Ｊは，Ｃ薫事長

補佐として同年４月から同業務を行い，同年１０月にも同様にＣ薫事長補

佐として同業務を行ったにすぎず，上記事情は前記推認を覆すものではな20 

い。 

   ウ ２０１２事業年度について 

     仮にＣ管理契約に基づく管理料の全額（総収入の約１９％）が与信等管

理業務の対価に当たるとの前提に立ったとしても，残りの約８１％は，配

当収入か，名目上は管理料であるが，実質的には株式の利益配当と同視で25 

きるものといえるから，上記事情は，子会社支援サービスに係る業務がＢ
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の主たる業務であることを基礎付ける事情とはいえない。 

     そして，本件研究所の設置場所，人員構成，設備投資状況や開発がされ

た時期等に照らせば，本件研究所は２０１２事業年度においては実体が伴

わないものであったというべきであり，同研究所における技術開発業務は，

２０１２事業年度においてＢに管理料をもたらす客観的に対価性のある業5 

務であったとは認められない。また，被災処理業務は，そもそも，Ｋ管理

契約が締結されていなくても被災した子会社に対する支援業務として行わ

れたものであり，他の子会社も無償で支援活動を行っているから，対価性

を有するものとはいえず，Ｂに管理料をもたらす客観的に対価性のある業

務であったとは認められない。 10 

  （控訴人の主張の要旨） 

   ア 特定外国子会社等の主たる事業は，当該事業年度における「事業活動の

具体的かつ客観的な内容」から判定され，株式保有業とそれ以外の事業に

ついて，「それぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額，

事業活動に要する使用人の数，事務所，店舗，工場その他の固定施設の状15 

況等」を総合的に勘案して判定される（最高裁平成２９年判決参照）。 

Ｂの株式保有業と子会社支援サービス業（管理サービス業）について，

上記の各要素を比較して総合勘案（主従判定）をすれば，主たる事業はサ

ービス業であったことが明らかである。 

イ ２０１１事業年度について 20 

Ｊが行った中国子会社の不動在庫問題への対応は，ＢのＣＥＯであるＥ

やＣＯＯである控訴人の指示を受けて行われたものであり，不動在庫の減

少という具体的な成果が同社の経営指針において言及されている（甲６

０）。不動在庫問題は，日本企業であるＨが親会社であった時代に，同社

が受注前に先行手配して中国子会社に材料を販売し，受注に至らなかった25 

場合でも材料を買い戻さず，中国子会社にこれらを保有させ続けたことに
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よるものであり，このような悪弊を一掃するためにＢが設立されたという

経緯からすれば，上記問題への対応は，Ｃとしてではなく，まさにＢとし

て行った（Ｂとしてしか行い得なかった）業務というべきである。そして，

Ｊが同業務に取り掛かった平成２３年４月ないし５月の時点では，正式に

Ｃ管理契約が締結される前であったとしても，契約書がなければ業務性が5 

否定されるものではないこと，同契約締結後の同年１０月１７日ないし１

８日にも同業務が行われており（甲４９），同年４月以降のＪの業務は不

可分一体であることからすれば，同契約締結前の業務を含めて，Ｂの子会

社支援サービス（管理サービス）として行われたものというべきである。 

したがって，２０１１事業年度にＣ及びＡ株式会社がＢに支払った業務10 

委託料（管理料）は全て子会社支援サービスの提供によるものであるとい

えるところ，管理料収入（６３３８万円）からＫが支払った管理料を除い

ても，配当収入（３２００万円）を優に上回る。そして，「事業活動に要

する使用人の数，事務所，店舗，工場その他の固定施設の状況」といった

生産要素も検討すると，２０１１事業年度には，Ｂにおいて，Ｊ及びＬの15 

２名が子会社支援サービス業務に従事している一方，議決権の行使や株式

運用等に専従している者はいなかったし，Ｂの事務所等の固定施設は，不

動在庫解消業務に提供され，主として子会社支援サービス業務に用いられ

てきたから，２０１１事業年度において，子会社支援サービス（管理サー

ビス）の提供が主たる事業であったことは明らかである。 20 

   ウ ２０１２事業年度について 

Ｂは，２０１２事業年度に，本件各管理契約に基づく業務として与信等

管理業務に加えて，被災処理業務及び技術開発業務を行っているところ，

被控訴人は，被災処理業務及び技術開発業務に対して支払われた私法上有

効な業務委託料を，不明確な基準を持ち出して対価性を否定し，さらには25 

実質的には利益配当と同視できるなどと主張し，これら委託料を「主たる
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事業」の総合勘案における「収入金額又は所得金額」（金額的要素）から

意図的に除外しており，私法上の法律構成に介入するものであって，不当

である。また，仮に，上記業務のうち客観的に対価性のある業務が与信等

管理業務のみであるとしても，当該業務の対価が総収入に占める割合は約

１９％であり，配当収入のそれ（約４．１％）を優に上回っている。そし5 

て，上記の生産要素も検討すると，２０１２事業年度において，Ｂでは少

なくとも５名（Ｊ，Ｌ，Ｍ，Ｎ及びＯ）が子会社支援サービス業務に従事

している一方，議決権行使や株式配当等に専従した者はいなかったし，Ｂ

の事務所等は，与信等管理業務及び被災処理業務に，技術総合開発センタ

ーは技術開発業務に提供され，主として子会社支援サービスのために用い10 

られてきたから，２０１２事業年度においても，子会社支援サービス（管

理サービス）の提供が主たる事業であったことは明らかである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も，本件各処分は適法であり，控訴人の請求はいずれも理由がなく

棄却すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。 15 

２ 争点⑴（本件各事業年度におけるＢ及び２０１１事業年度におけるＣが，そ

れぞれ特定外国子会社等に該当するか否か）について 

  争点⑴についての当裁判所の判断は，次のとおり付加訂正するほか，原判決

の「事実及び理由」中「第３ 当裁判所の判断」の１に記載のとおりであるか

ら，これを引用する。 20 

（原判決の付加訂正） 

  原判決１９頁２３行目冒頭から２０頁２１行目末尾までを以下のとおり改め

る。 

 「⑶ 控訴人の主張（当審における主張を含む。）に対する判断 

    ア 控訴人は，タックス・ヘイブン対策税制は，居住者等が軽課税国に所25 

在する外国法人を「支配」することにより実現される租税回避に対応し
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た個別否認規定であり，制度創設の趣旨目的からすれば，５０％超の株

式保有の要件を満たす外国法人としては，居住者等から海外法人に対す

る配当等の分配を行わせるだけの実質的支配があり，これにより租税回

避の意図を推認し得るもののみが想定されていたと考えられるところ，

Ｂについては，Ｉ一族が過半数の株式を保有しておらず，その他の株主5 

との間に協調関係もないこと，また，意図的な分散保有が行われたもの

でもないことを考慮すれば，５０％超の株式保有要件が捕捉しようとし

ていた外国法人には当たらないのであって，このような場合にまで，法

令の字句どおりに居住者等の株式の持分を機械的・形式的に合算して措

置法４０条の４を適用することは，租税回避の否認規定が租税回避では10 

ない場面にまで適用されるという過剰包摂（オーバー・インクルージョ

ン）の問題を生じさせ，納税者に著しく不当・不合理な結果を生じさせ

るから，最高裁平成２６年判決と同様に，目的論的な限定解釈をすべき

であり，そのような解釈をすれば，本件各事業年度におけるＢ及び２０

１１事業年度におけるＣはいずれも「外国関係会社」に該当しないから，15 

特定外国子会社等に該当しない旨主張する。 

    イ しかし，租税法規は侵害規範であり，また，多数の納税者間の税負担

の衡平を図る観点から，予測可能性，法的安定性が強く要請されるため，

その解釈は原則として文理解釈によるべきであって，文理解釈によって

は規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合にはじめて規定の趣20 

旨目的に照らしてその文理の通常の意味を超えない範囲で，その意味内

容を明らかにすべきであるところ，措置法４０条の４第２項の「外国関

係会社」の意味は，外国法人の発行済株式総数のうち居住者等の保有株

式が占める割合等により客観的・形式的に判断することができるもので

あり，規定の文理から内容が明らかであるから，規定の趣旨目的に照ら25 

してその意味内容を明らかにすべき場合には当たらない。 
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この点，措置法４０条の４は，タックス・ヘイブン対策税制を定める

ものであるところ，その立法趣旨は，軽課税国（タックス・ヘイブン）

にある子会社等で，我が国株主により支配されているものに我が国株主

が所得を留保し，我が国での税負担を不当に軽減することを規制するこ

とにある（乙４６・９２頁）。このような立法趣旨からすれば，我が国5 

の居住者等によって５０％超の株式が保有されていたとしても，これら

の者の間に協調関係がなく，当該外国法人に対して配当等を行わせるだ

けの実質的な支配がないと認め得る場合等，上記立法趣旨が必ずしも直

接には当てはまらない事例も想定し得る。しかし，そのような事例は千

差万別であり，これを客観的な基準によって抽出することは極めて困難10 

である。したがって，立法者が上記の立法趣旨を実現するための制度と

して措置法４０条の４を制定した以上，同条２項の規定する「外国関係

会社」の意味内容が上記立法趣旨を踏まえて客観的かつ明確に定まり，

文理から明らかであるにもかかわらず，さらに趣旨目的を考慮し，居住

者等から海外法人に対する配当等の分配を行わせるだけの実質的支配が15 

あり，これにより租税回避の主観的意図を推認し得るものに限定するよ

うな解釈を行うことは，規定の文理によって「外国関係会社」の外延を

明確に定めた立法趣旨に反する上，課税対象を不明確にし，納税者間の

衡平を害するおそれもあり，相当ではない。 

    ウ ただし，個別事案において，措置法４０条の４の趣旨目的に照らし，20 

同条２項の定める「外国関係会社」に当たり，同条１項を適用すること

が明らかに課税上の衡平に反するような場合には例外的に「外国関係会

社」に当たらないものとみる余地も考えられるため（最高裁平成２６年

判決は，相続税の延滞税に関し，個別事情を考慮し，明らかに衡平に反

する場合に延滞税を課さない解釈を採ったものと考えられる。），本件25 

において，そのような事情があるか，以下，検討する。 
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この点，前提事実及び後掲証拠によれば，本件各事業年度の各末日に

おいて，Ｉ一族はＢの株式の過半数までは保有していなかったこと，Ｂ

の株式は４０名超の株主に分散されて保有されていたところ，これは，

本件組織再編の際，Ｈの株主に対してＢの株式を合併の対価として従前

と同等の割合で交付したことによるものであり，租税回避のために意図5 

的にＢの株式が分散保有されたものではないことは認められる（前提事

実⑶ウ，同⑹ア，乙１２）。 

他方で，前提事実及び後掲証拠によれば，Ｉ一族は，Ｐグループの創

業者一族であって，本件各事業年度の各末日においてＢの約４１．１５

％と相応の割合の株式を保有していたこと，「Ａ株式会社社員持株会」10 

（Ｂの完全子会社であるＡ株式会社の社員持株会）が上記各時点におい

てＢの株式の約１９．４４％を保有していたことも認められ（前提事実

⑶ウ，乙１２，３３），同社員持株会がＩ一族と緊張関係にあったこと

をうかがわせる事情は見当たらないことを考慮すれば，Ｉ一族は外国法

人であるＢに対して配当等を行わせるだけの実質的な支配をしていたと15 

推認される。このことは，本件各事業年度の末日において，取引先のＱ

が約１５．９７％の株式を保有していたほか，金融機関等もＢの株式を

保有していたこと（前提事実⑶ウ，乙１２），控訴人がＱの経営層とコ

ミュニケーションをとり，配当等に関する議案について事前にＱの了解

を得ていたこと（原審・控訴人本人〔２頁〕）を踏まえても，左右され20 

ない。 

そうすると，本件では，本件各事業年度におけるＢ及び２０１１事業

年度におけるＣについて，措置法４０条の４の趣旨目的に照らし，同条

２項の定める「外国関係会社」に当たり，同条１項を適用すべきとする

ことが明らかに課税上の衡平に反するような例外的な事情は認められな25 

い。したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。」 
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３ 争点⑶ア（Ｂが本件適用除外要件に係る事業基準を満たさないか否か）につ

いて 

 ⑴ 認定事実 

認定事実は次のとおり付加訂正するほか，原判決の「事実及び理由」中

「第３ 当裁判所の判断」の３⑴に記載のとおりであるから，これを引用す5 

る（以下，付加訂正後の同３⑴記載の事実を「認定事実」といい，「認定事

実ア(ｱ)」のように表記する。）。 

  （原判決の付加訂正） 

   ア 原判決２３頁２２行目の「乙１１」を「乙１１の１〔２５頁〕」と，２

４頁１２行目ないし１３行目の「証人Ｊ〔１７，１９，２０頁〕」を「原10 

審証人Ｊ〔１７，１９頁〕」とそれぞれ改める。 

   イ 原判決２５頁５行目の「Ｒと雇用契約を締結し，同社の」を「Ｃと雇用

契約を締結し，同社から給与の支払を受けていたが，Ｒの」と，９行目な

いし１０行目の「証人Ｓ〔８～１０頁〕」を「原審・証人Ｓ〔７～１０

頁〕」とそれぞれ改める。 15 

   ウ 原判決２５頁１９行目の「本件ＯＥＭ取引においては，」の次に「契約

上，」を加え，２２行目の「同社の」を「ＣはＨの」と改める。 

   エ 原判決２６頁４行目の「Ｊを含む数名」を「ＪやＡ株式会社の業務推進

部チームリーダーであったＴを含む数名」と，８行目の「（甲２６，４８，

証人Ｊ）」を「Ｊは，その後も，同年１０月１７日に中国子会社の同年９20 

月時点の不動在庫数をＴに報告するなど，不動在庫問題への対応を行った。

（甲２６，４８，４９，証人Ｊ）」とそれぞれ改める。 

   オ 原判決２６頁１８行目の「（以上につき」から１９行目末尾までを「そ

の後，Ｊは，同年１２月１０日ないし１３日にＲに出張し，同制度の運用

状況等を確認するなどのフォローアップをした。（以上につき，甲２６，25 

２８，４４～４７，原審・証人Ｅ〔６頁〕，証人Ｊ）」と改める。 
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   カ 原判決２７頁６行目ないし７行目の「Ｒに雇用されて勤務を開始し」を

「Ｃに雇用されてＲにて勤務を開始し」と改める。 

   キ 原判決２８頁４行目の「甲３２，３３，６９」の次に「，乙６７」を加

え，１２行目の「２０１４年（平成２６年）」を「２０１４年（平成２６

年）１１月」と，１３行目ないし１４行目の「Ｕ及びＡ株式会社」を「主5 

にＵ及びＡ株式会社」とそれぞれ改める。 

⑵ 事業基準について 

    事業基準についての当裁判所の判断は，次のとおり付加訂正するほか，原

判決の「事実及び理由」中「第３ 当裁判所の判断」の３⑵に記載のとおり

であるから，これを引用する。 10 

  （原判決の付加訂正） 

   ア 原判決２８頁１８行目の「満たすか否か」を「満たさないか否か」と改

める。 

イ 原判決３０頁６行目の「Ｅが」から７行目の「証言をしていること」ま

でを「Ｅが，本件各管理契約を締結した経緯等について，親会社として管15 

理契約がなくても子会社の支援はできるが，将来的に香港で上場すること

を目的としつつ，Ｂの役員報酬を含む人件費等を最低限確保するために，

本件各管理契約を締結し，必要経費を概算して上記管理料の金額を決めた

旨の証言をしていること（原審・証人Ｅ〔２２，３１～３３頁〕）」と改

め，１２行目の「認めるのが相当である。」を「認められ，将来的にＢを20 

香港で上場させるために，３事業年度の利益合計額５０００万香港ドル以

上という利益基準を達成するという目的もあったことがうかがわれる（甲

２５〔３頁〕，原審・控訴人本人〔１７，１８頁〕）。」 

   ウ 原判決３０頁１５行目の「あるところ」の次に「（平成２９年最高裁判

決参照）」を加え，同行目の「本件各管理契約の内容や」を「本件各管理25 

契約の締結の経緯や内容，」と改める。 
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   エ 原判決３０頁１９行目の「Ｂが」から２４行目末尾までを以下のとおり

改める。 

「Ｂが実際に上記３社に対して本件各管理契約に基づく管理業務を行っ

ているか否か，行っている場合には，その業務が客観的にみて約定の管理

料との対価性を有するものといえるか否か（当該業務により得られる管理5 

料には実質的に利益配当と同視できる部分が含まれていないか否か）を考

慮し，このように実態を踏まえた管理サービス業と株式保有業について，

それぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額，事業活動に

要する使用人の数，事務所，店舗，工場その他の固定施設の状況等を総合

的に勘案して判断するのが相当である（平成２９年最高裁判決参照）。た10 

だし，株式保有業のために人的・物的資源が多く用いられることは通常想

定し難いことを考慮すれば，「事業活動に要する使用人の数，事務所，店

舗，工場その他の固定施設の状況」については，Ｂにおける株式保有業と

管理サービス業とのそれらを単純に比較するのは相当ではなく，管理サー

ビス業に相応の規模の（株式保有業よりも有意に多くの）人的・物的資源15 

が用いられているかといった観点から検討するのが相当である。」  

   オ 原判決３１頁９行目の「ＪがＥの」から１３行目末尾までを以下のとお

り改める。 

     「ＪがＥの指示を受けて中国子会社の不動在庫問題への対応に着手した

のはＣ管理契約が締結される前の同年４月３０日頃であり，同契約締結前20 

の同年５月１６日時点で不動在庫が大幅に減少するという成果が出ていた

（認定事実ウ(ｳ)）。そうすると，同契約締結前のＪの上記対応は，同契

約に基づく管理サービスの提供として行われたものとは認められない。Ｊ

は，Ｃ管理契約締結後の同年１０月１７日にも不動在庫問題への対応を行

っているものの（認定事実ウ(ｳ)），前記のとおり，不動在庫問題への対25 

応はＣ管理契約締結前に着手され，既に成果が上がっていたこと，同契約
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締結後の上記問題への対応に関する資料は乙４９のメールの他にはなく，

同契約締結を機に，同契約に基づく管理サービスの提供として行うことと

したことを裏付ける証拠もないことを考慮すれば，同年１０月以降の対応

についても，同契約に基づく管理サービスの提供として行われたものとは

認められない。この点，控訴人は，契約書がなければ業務性が否定される5 

ものではない旨主張するが，Ｃ管理契約締結以前に，ＢとＣとの間で同契

約と同様の口頭合意（ＢがＣに管理サービスを提供し，対価として管理料

を受け取る合意）があったことをうかがわせる資料はないから，上記主張

を採用することはできない。」 

   カ 原判決３１頁１６行目の「締結されていなかったところ」から１９行目10 

末尾までを以下のとおり改める。 

「締結されていなかった。そして，本件ＯＥＭ取引上，残余材料につい

ては，ＣがＨに対して同社の費用負担で送付することができるものとされ

ており（認定事実ウ(ｲ)），不動在庫問題への対応は本来的に中国子会社

の親会社であるＣにおいて対応すべき問題であったこと，Ｊは，上記問題15 

への対応に関するＥやＴとのメールのやり取りにおいても，Ｃ董事長補佐

の肩書を用いていたこと（甲４８，４９），他方でＢはＪの上記問題への

対応について人的・物的資源を投じていないことを考慮すれば，Ｊの上記

対応がＢの業務として行われたものと認めることもできない。 

この点，控訴人は，不動在庫問題が生じた背景を考慮すれば，Ｊの同問20 

題への対応はまさにＢとして行った（Ｂとしてしか行い得なかった）業務

というべきである旨主張する。確かに，不動在庫問題の背景には，本件Ｏ

ＥＭ取引における契約上の定めとは異なり，Ｃや中国子会社が当時，親会

社であったＨに対して残余材料の引取りを請求することが困難であったと

いう事情が認められる（認定事実ウ(ｲ)）。しかし，ＢのＣＥＯであるの25 

みならず，Ａ株式会社の代表取締役会長でもあったＥが，平成２３年４月
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３０日に，Ｊだけではなく，Ａ株式会社のＴを含む数名に対し，不動在庫

の報告を指示し（認定事実ウ(ｳ)），Ａ株式会社を含むＰグループ全体と

して不動在庫を解消する方針を明確にしたことなどを考慮すれば，同方針

に基づく不動在庫問題への具体的な対応業務が，Ａ株式会社の親会社とな

ったＢでなければ行えない業務であったとはいえず，むしろ，上記のとお5 

り，Ｃが対応すべき問題について最終親会社（株主）としての基本方針を

示したことにより不動在庫問題への対応業務がＣによって行われるべきこ

とが明確になったものと認められるから，上記の背景事情は前記認定を左

右するものではなく，控訴人の上記主張を採用することはできない。」 

   キ 原判決３２頁１０行目の「準備を行った」を「準備を行い，その後，同10 

制度の運用状況を確認するなどのフォローアップを行った」と改め，１６

行目末尾の次に「なお，与信等管理業務は，上記のとおり中国子会社の与

信管理の状況等の調査や，顧客別与信管理制度導入後のフォローアップも

含むものであるから，親会社として連結会計書類の作成のために当然に行

うべき会計方針の統一（乙６０）にとどまるものとはいえず，親会社の子15 

会社に対する株主権の行使による支配ないし管理を超えた独自の目的，内

容，機能等を有するものというべきである。」を加える。 

   ク 原判決３２頁２１行目の「これは，」から２２行目末尾までを以下のと

おり改める。 

「もっとも，被災したＫへの支援にはＵやＡ株式会社の従業員も派遣さ20 

れており（認定事実オ），ＢのＣＥＯであったＥがＪの上記対応について

Ｋ管理契約に基づく業務であるか分からない旨証言していること（原審・

証人Ｅ〔３０，３１頁〕）も考慮すれば，Ｊの上記対応は，平成２４年３

月当時，災害という特別な状況下での親会社による子会社への支援として

行われたものと考えられ，Ｋ管理契約における「会計部門のチェック」又25 

は「営業支援」に該当するものとして有償の管理サービスを行ったものと
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は認められない。 

また，仮にＪの行った被災処理業務が同契約で定めた「営業支援」の性

質を有すると解したとしても，上記のとおり他の子会社も無償で支援を行

っていることからすれば，同契約に基づくことなく行われた支援と考えら

れ，Ｂに管理料をもたらす客観的に対価性のある業務であったとは認めら5 

れない。」 

   ケ 原判決３３頁５行目ないし６行目の「ＢではなくＲとの間で雇用契約を

締結していたものであり」を「Ｃとの間で雇用契約を締結していたが，Ｒ

副総経理兼営業部長の肩書を付与され，実際にＲの本社及びその上海支社

で勤務していたものであり」と改め，８行目の「開始されていたものであ10 

るから」の次に「（認定事実カ(ｱ)）」を加え，９行目の「行われたもの

というべきである。」を「行われたものと認められ，Ｂの業務として行わ

れたものとはいえない。」と改める。 

コ 原判決３３頁２５行目の「その供述によっても，」の次に「一部上場企

業のＶとの取引を開拓したと述べる程度にとどまり（原審・控訴人本人15 

〔１６頁〕），」を，３４頁１行目の「１７日にすぎず（乙６９），」の

次に「その中で報告や決済，ステークホルダー回りなどもしており（原審

・控訴人本人〔１４，２１，２２頁〕）」をそれぞれ加え，５行目の「い

わざるを得ない。」を「いわざるを得ず，本件各管理契約に基づく業務と

して行われたとは認められない。」と改める。 20 

サ 原判決３４頁１２行目の「そして，」から１４行目末尾までを削り，１

８行目の「設備投資をした」から３５頁１行目末尾までを以下のとおり改

める。 

「設備投資をした事実を認めることはできず（認定事実ア(ｵ)参照），

２０１２事業年度中（平成２４年１２月まで）にＢが技術開発に関して行25 

ったことは，同年８月の本件研究所の設立と新製品の開発方針に係る同年
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６月の取締役会における意思決定にとどまるというべきである。そして，

上記３社が新製品の開発を行った時期が２０１２年（平成２４年）１１月

頃から２０１４年（平成２６年）１１月までであり，２０１２事業年度中

（平成２４年１１月から１２月までの２か月間）に，Ｂの上記意思決定の

結果として，Ａ株式会社やＣに「新しい技術情報」がもたらされたとも認5 

め難い。そうすると，Ｂは，将来的にＡ株式会社やＣに「新しい技術情報」

を提供し得る体制作りに係る意思決定をしたとは認められるものの，少な

くとも２０１２事業年度においては，Ａ株式会社及びＣに対して，Ａ株式

会社管理契約及びＣ管理契約に基づく「Ｂの子会社で開発された新しい技

術情報の提供」に該当する管理サービスを提供したとは認められない。 10 

また，仮に，上記のような体制作り（意思決定を含めた準備段階）まで

広げて「新しい技術情報の提供」の性質を有すると解したとしても，上記

のとおり，２０１２事業年度においては，その開発開始時期に照らし，Ａ

株式会社やＣに新製品の開発につながる具体的な「新しい技術情報」がも

たらされたとは認め難いことからすれば，技術開発業務は，２０１２事業15 

年度においてＢに管理料をもたらす客観的に対価性のある業務であったと

は認められない。」 

   シ 原判決３５頁２行目冒頭から２２行目末尾までを以下のとおり改める。 

    「(ｵ) 主たる事業の認定 

      a  以上のとおり，Ｂは，２０１２事業年度において，Ｃに対する与20 

信等管理業務をＣ管理契約に基づく管理サービスとして行ったこと

が認められるが，この他には本件各管理契約に基づく管理サービス

を提供したとは認められない。また，仮に，Ｋに対する被災処理業

務や，Ａ株式会社及びＣに対する技術開発業務を本件各管理契約で

定めた管理サービスの性質を有すると解したとしても，Ｂに管理料25 

をもたらす客観的に対価性のある業務であったとは認められず，し
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たがって，本件各管理契約に基づく管理サービスが行われたとは認

められない。以下，株式保有業と管理サービス業のいずれが主たる

事業といえるか，前記アの観点から検討する。 

ｂ 収入の状況 

まず，収入の状況からみるに，２０１２事業年度において，Ｂの5 

得た管理料収入（１億３０６８万円）は，総収入の約９５．７％を

占めるものの，このうち，ＢがＡ株式会社及びＫから得た管理料は，

本件各管理契約に基づいて（客観的に対価性のある）管理サービス

を提供したことによるものではなく，実質的には親会社に対する利

益配当と同視できるものである。Ｃから得た管理料についても，控10 

訴人が２０１２事業年度にＣに提供したと主張するサービスのうち，

同契約に基づく（客観的に対価性のある）管理サービスと認められ

るのは与信等管理業務のみであって，新規顧客開拓業務及び技術開

発業務は同契約に基づく（客観的に対価性のある）管理サービスと

は認められないから，上記管理料のうち相応の部分が実質的には利15 

益配当と同視できるものである。そして，前記のとおり，本件各管

理契約に基づく管理料の金額が，管理業務に要する経費や同業務に

よる各子会社の売上高への貢献度を評価して定められたものではな

く，Ｂの人件費を各子会社に負担させる趣旨で定められたものであ

り，将来的にはＢを香港で上場させるための利益基準を達成すると20 

いう目的もあったとうかがわれることも考慮すれば，ＢがＣから得

た管理料のうち，与信等管理業務による部分にも実質的に利益配当

と同視し得る部分が含まれていたというべきである。 

そうすると，管理料収入（総収入の約９５．７％）のうち，（Ｋ

から支払われた管理料は月額５００米ドルと非常に少額のため考慮25 

しないものとして）Ａ株式会社の売上高（約７７億円）とＣの売上
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高（約１８億円）で按分すると（上記２社の管理料はいずれも売上

高（子会社への原材料販売によるものを除く。以下同じ）の１．５

％とされている（前提事実⑺ウ）。），Ｃから支払われた管理料の

占める割合は総収入の約１８．１％となるが，このうち，対価性の

ある管理サービスと認められるのは，前記のとおり，与信等管理業5 

務の部分のみであり，与信等管理業務はその性質上，キャッシュフ

ローの改善には寄与するが，売上高の増加への寄与は不明であるこ

とや，その部分についてもさらに相当部分は実質的に利益配当と同

視し得るものが含まれることに照らすと，管理サービスの比率はさ

らに低減すると解される。他方で，２０１２事業年度にＢが得た配10 

当収入（５６４万円）は，総収入の約４．１％にとどまるものの，

Ａ株式会社やＣがＢに管理料名目で支払う売上高の１．５％には，

Ｂの人件費に充てられる利益配当の性質を有するものが相応の割合

で含まれ，また，当該管理料の支払によってＡ株式会社やＣの純利

益がその分減ることとなる（Ａ株式会社は２０１１事業年度に，Ｃ15 

は２０１２事業年度に純損失を計上している。）結果，親会社であ

るＢへの配当も減らさざるを得なくなる関係にあるから，上記の見

かけ上の配当収入の割合（４．１％）を重視すべきではなく，実質

的な配当収入の割合は４．１％より相当程度高いものと解される。 

        以上のとおりであるから，２０１２事業年度のＢの総収入のうち，20 

実質的にみて管理料による収入といえる部分はＣから支払われた管

理料収入（約１８．１％）のうちのさらに一部分にとどまり，その

余は配当収入又は実質的にみて利益配当と同視できるものといえる。 

        この点，控訴人は，私法上有効に支払われた管理料について対価

性を否定し，実質的な利益配当と同視するのは，私法上の法律構成25 

への介入であって不当である旨主張するが，事業基準における「主
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たる事業」は，事業活動の具体的かつ客観的な内容から形式に捉わ

れず実質的に判定することが相当であるところ，本件においては，

控訴人が２０１２事業年度にＢにおいて本件各管理契約に基づき提

供したと主張するサービスについて，その具体的かつ客観的な内容

を考慮して同契約に基づく（客観的に対価性のある）管理サービス5 

の提供といえるか否かを判断し，そのようにいえないものについて

は，対価とされる収入があったとしても，実質的にみて管理サービ

スの対価ではなく，親会社であるＢの株式保有業の対価と認定，判

断しているものであり，このような事業基準における「主たる事業」

を実質的に判定する過程において，Ｂとその子会社が設定した私法10 

上の法律構成に拘束される理由はないから，控訴人の上記主張は失

当である。 

      ｃ 使用人の数，固定施設の状況 

次に，使用人の数についてみると，２０１２事業年度にＢが本件

各管理契約に基づいて行ったと認められる（客観的に対価性のある）15 

管理サービス業務は，Ｊが行った与信等管理業務のみであるから，

管理サービス業に従事したのはＪのみといえる。他方で，Ｊは，２

０１２事業年度に，Ｐグループの親会社として各社の連結決算に関

する業務も行うなど（認定事実イ(ｱ)，甲２６，原審・証人Ｅ〔２

５頁〕，原審・証人Ｊ〔２２頁〕），株式の保有に関連する業務に20 

も従事しており，管理サービス業に専従していなかった（なお，前

記のとおり，被災処理業務は，本件各管理契約に基づく管理サービ

スの提供とは認められず，その意味で，Ｋの株式の保有に伴う業務

ということができるところ，Ｊは当該業務にも従事していた。）。 

また，固定施設の状況をみても，Ｊは，Ｂの本店事務所において25 

与信等管理業務に従事するとともに，株式の保有に関連する業務と
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いえる連結決算業務にも従事したと認められ，Ｂのこの他の固定施

設はいずれの業務にも用いられていない（甲２６，原審・証人Ｊ

〔１９，２０頁〕，弁論の全趣旨）。 

        前記のとおり，そもそも，株式保有業には通常，多くの人的・物

的資源は用いられないから，Ｂにおける株式保有業と管理サービス5 

業とを用いられた資源の観点から単純に比較するのは相当ではない

ところ，上記のように，２０１２事業年度のＢにおいては，管理サ

ービス業に従事した使用人は１名にとどまり，その１名も管理サー

ビス業に専従していたものではなく，固定施設の使用状況にも管理

サービス業と株式保有業の間で有意な差があるとは認められない。 10 

      ｄ 以上の事情を総合考慮すれば，Ｂの２０１２事業年度における主

たる事業は，控訴人のいう管理サービス業であったと認めることは

できず，株式保有業であったと認めるのが相当である。したがって，

同事業年度において，Ｂは事業基準を満たしていなかったと認めら

れる。」 15 

⑶ 以上によれば，Ｂは，本件各事業年度のいずれにおいても事業基準を満た

さないから，本件適用除外要件を充足しない。 

 ４ なお，Ｃについては，控訴人は，２０１１事業年度において本件適用除外要

件を満たさないこと（主たる事業である卸売業について非関連者基準を満たし

ていないこと）を積極的に争っておらず，前提事実⑷ア及びウによれば，Ｃの20 

主たる事業が卸売業であり，非関連者基準を満たさないことが認められる。 

５ 争点⑵（本件各確定申告書に適用除外記載書面の添付がなかったことにより，

本件適用除外規定が適用されないこととなるか否か）について 

 ⑴ 争点⑵についての当裁判所の判断は，次のとおり付加訂正するほか，原判

決の「事実及び理由」中「第３ 当裁判所の判断」の２に記載のとおりであ25 

るから，これを引用する。 
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（原判決の付加訂正） 

  ア 原判決２１頁４行目ないし５行目の「その趣旨は」から８行目末尾まで

を以下のとおり改める。 

「その趣旨は，納税者に，措置法４０条の４第１項の特定外国子会社等

に該当する外国法人の存在及び当該外国法人について本件適用除外規定の5 

適用があることを明らかにさせるとともに，その根拠となる資料を保存さ

せることで，課税庁において当該外国法人の存在を適正に把握し，本件適

用除外要件の該当性に係る資料を早期かつ確実に収集し，同要件該当性を

適正かつ迅速に判断し，もって租税法律関係を早期に確定させることにあ

ると解される。 10 

    このような措置法４０条の４第７項の規定の文言及び趣旨に照らせば，

確定申告書に適用除外記載書面を添付しなかった場合には，本件適用除外

規定は適用されないというべきである。」 

  イ 原判決２１頁１０行目の「添付しなかった。」を「添付しなかったから，

本件適用除外規定の適用を受けることはできない。」と改め，同行目末尾15 

の次に改行して以下のとおり加える。 

   「⑵ これに対し，控訴人は，タックス・ヘイブン対策税制が租税回避の

否認規定であるという性質上，措置法４０条の４第１項が適用され，

合算課税が行われるためには，同項所定の「特定外国子会社等」に該

当することに加えて，同条３項所定の本件適用除外要件を満たさない20 

ことが必要であるところ，このような本件適用除外要件の位置付け

（合算課税の土台を支える基本的要件）からすれば，同条７項の適用

除外記載書面の確定申告書への添付は，実体法的拘束力を伴わない納

税者の手続的義務を定めたものにすぎず，納税者が適用除外記載書面

を確定申告書に添付できなかったとしても，そのことのみで本件適用25 

除外規定が適用されないということはない（本件適用除外要件の充足
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による合算課税に係る納税義務の不成立という租税実体法上の法律効

果を排除するような強力な拘束力は生じない）旨主張する。 

      この点，確かに，措置法４０条の４は，租税回避の個別否認規定で

あるから，このような規定の趣旨目的に鑑みれば，同条１項が適用さ

れて合算課税が行われるためには，同項所定の「特定外国子会社等」5 

に該当することに加えて，同条３項所定の本件適用除外要件を満たさ

ないことも必要であると解される。しかし，前記のとおり，租税法規

の解釈は，原則として文理解釈によるべきところ，同条７項が，同条

３項の規定（本件適用除外規定）は，確定申告書に同規定の適用があ

る旨を記載した書面（適用除外記載書面）を添付し，かつ，その適用10 

があることを明らかにする書類その他の資料を保存している「場合に

限り，適用する。」と定めており，その規定の文理から，適用除外記

載書面の添付がない場合には本件適用除外規定が適用されないことは

明らかであるにもかかわらず，控訴人が主張するように，同条７項の

規定について実体法的拘束力を伴わない納税者の手続的義務を定めた15 

ものにすぎないと解することは，条文の文理に明らかに反し，解釈論

として許容される範囲を超えるというべきである。なお，昭和５３年

の制度創設当初の規定振りは，「（適用除外の）規定の適用を受ける

場合は，その者は，確定申告書に同項の規定の適用がある旨を許容し

た書面を添付し，かつ，その適用があることを明らかにする書類その20 

他の資料を保存しなければならない」というものであったところ，そ

の規定の文言や立案担当者の解説（乙４６・１４３頁）に照らせば，

制度創設当初より，本件適用除外規定の適用を受けるためには，確定

申告書に適用除外記載書面を添付することが実体法的効果を伴わない

単なる手続的義務としてではなく，適用除外の実体法的効果を生ずる25 

ための手続的要件として必要であると解されていたというべきであり，
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平成１９年法律第６号による改正によってそのことがより明確になっ

たものというべきである（同改正法によって適用除外記載書面を添付

することの法的意味合いが変更されたとはうかがわれない。）。 

そして，課税庁は，納税者から特定外国子会社等についての申告が

なければ，特定外国子会社等の存在を把握すること自体困難であり，5 

適正かつ迅速な課税の実現には納税者の協力が不可欠であること，他

方，特定外国子会社等の該当性は，外国法人の発行済株式総数のうち

居住者等の保有株式が占める割合等から客観的に判定し得るものであ

り，特定外国子会社等についての申告を求めることが納税者に過度な

負担を課すものではないことなどを考慮すれば，措置法４０条の４第10 

７項により，納税者に確定申告書への適用除外記載書面の添付という

方法で特定外国子会社等の存在と本件適用除外規定の適用があること

を明らかにさせ，その根拠となる資料を保存させる義務を課し，これ

らの手続をとらなかった納税者について本件適用除外規定の適用を受

けられないこととしても，本件適用除外要件を満たさないことが課税15 

要件の一つであると解することと矛盾するものではない。 

      なお，仮に，課税実務において，控訴人が主張するように，適用除

外記載書面の確定申告書への添付がないことのみを根拠として，本件

適用除外要件の実体判断を行うことなく合算課税を行っているケース

が基本的に存在しないとしても，そのような実務の扱いが措置法４０20 

条の４第７項の規定をその文理及び趣旨に従って上記のとおり解釈す

ることの妨げとなるものではない。また，控訴人が主張する租税条約

（本件では日港租税条約）との関係について見ても，上記のような解

釈が同条約に違反することにはならないというべきであるし，同条約

は平成７年に締結されたところ，前記のとおり，タックス・ヘイブン25 

対策税制において，合算課税の適用除外要件としての適用除外記載書
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面の確定申告書への添付の法的位置付けは，昭和５３年の制度創設時

以降，変わっていないのであり，当時の措置法の規定と同条約との整

合性は精査された上で同条約は締結されたはずであって，このような

点からしても上記のように解することが同条約に違反することになる

とは認められない。 5 

したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。」 

ウ 原判決２１頁１１行目の「⑵ この点について，」を「⑶ また，」

と改め，１４行目の「相当ではない」の次に「（このように解さなけれ

ば，納税者は，特定外国子会社等の該当性を甘んじて受け入れるという

自己の課税要件事実に係る判断に反する選択を強要されることになる）」10 

を，１５行目の「しかし，」の次に「納税義務者は，確定申告に当たっ

て税法の規定に従って正しく税額の計算を行う義務を負うところ，」を

それぞれ加え，２３行目冒頭から２５行目末尾までを「控訴人が，Ｂ及

びＣは，居住者等から海外法人に対する配当等の分配を行わせるだけの

実質的支配がなく，租税回避の意図が推認される外国法人ではないから，15 

措置法４０条の４の目的論的限定解釈により同条１項は適用されないと

の独自の解釈を採っていたことによるものにすぎない。」と改める。 

⑵ 以上のとおり，本件各確定申告書に適用除外記載書面の添付がなかったこ

とにより，控訴人は，本件適用除外規定の適用を受けることができないから，

本来，この点のみでも控訴人の請求は理由がないものである。 20 

第４  結論 

よって，控訴人の請求はいずれも理由がないから棄却すべきところ，これと

同旨の原判決は相当であって，本件控訴は理由がないから，これを棄却するこ

ととして，主文のとおり判決する。 

 25 

    東京高等裁判所第９民事部 
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